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会 派 名 市民ネット・むろらん

議 員 名 水江一弘・児玉智明・佐藤潤・小田中稔・髙橋直美・立野浩靖

調査実施年月日 平成 28 年 2 月 17 日

調査先 自治体名等 埼玉県川口市

調 査 項 目 「川口市地域貢献事業認定事業」について

調 査 目 的

地域社会貢献活動に取り組んでいる中小企業や商店街などの事業者を公的に認

定することが、どのように産業活性化や地域活性化に繋がっているのか調査する

こと。

報 告 内 容

実施したこと

１ 視察先（市町村）の概要

人口： ５９０，２０９ 人（Ｈ２7．４．１現在） 行政面積 ６１．９５ ｋ㎡

２ 視察内容

川口市では平成22年4月 1日、「川口市中小企業振興条例」施行されたが、こ

れは、川口市議会初の議員提案条例であり、その目的は、中小企業の活性化が

さらなる川口市の発展に欠かせないとし、中小企業の基盤の強化及び健全な発

展を促進し、産業及び地域社会の発展に寄与するものとしている。

その後、条例の目的を達成するために「川口市産業振興指針（平成23年4月1

日施行）」を定め、指針に掲げる 10 の施策を実現するために、既存施策を踏まえ

各課において具体的な施策を検討し、「川口市産業振興指針実施計画（平成 24

年 4 月 1 日施行）」を定めた。

指針で定められた 10 の施策とは以下のとおり。

施策 1．産業クラスターの構築に関する事項

施策 2．事業者のCSR（地域貢献）の促進に関する事項

施策 3．川口ブランドの創出に関する事項

施策 4．川口市を国内外にアピールする事項

施策 5．事業承継に関する事項

施策 6．受発注に関する仕組みづくりに関する事項

施策 7．金融政策の充実に関する事項

施策 8．消費喚起に関する事項

施策 9．川口市への誘客方法に関する事項

施策 10．新たな産業の創出・育成・振興に関する事項

「施策 2 の事業者の CSR（地域貢献）の促進に関する事項」の一環として、平

成 25 年度より「川口市地域貢献事業者認定事業」に取り組んでいる。

当事業が導入された背景には、中小企業にとって地域は存立基盤であり、地

域住民と良好な関係を築き、ビジネスチャンスにと投げていくことが必要。また、地

域の社会的問題解決には、ＮＰＯや地域住民だけでなく、中小企業の自主的な取



り組みが必要となっていることが挙げられる。また、企業が社会貢献活動を行うこと

で、社会のニーズにこたえられる人材が育ち、企業本来の経済活動振興にも貢献

することが期待される。

事業内容は、社会的課題の解決に向けた取り組みを実施している事業者を公

的に認定し、さらなる活動の充実及び活性化を期待するものであり、具体的には、

町内防災パトロールへの協力など「安全・安心なまちづくり」、まつり・イベントへの

協力など「市民が活躍できるまちづくり」、工場・店舗への見学受け入れなど「産業

が息づくまちづくり」、地域清掃や美化活動など「地域の特色を活かしたまちづく

り」など、地域貢献活動に取り組む市内の中小企業者や農業者、中小企業・農業

等協働組合、商店街などを、市が「地域貢献事業者」として認定し、表彰するという

ものである。

認定事業者のメリットとして、市の融資制度の中で最も低い利率の融資制度や地

域住民との共同で行うお祭りなどに対するコミュニティ活動補助金の補助率の上

乗せ、事業所税相当額の一部補助、展示会等出展事業助成金など事業経営の

一助となる様々な特典を活用することができる。

認定（認定期間は2年間）された事業者は、平成25年度 16事業者、平成26年

度は 9事業者、平成 27 年度は新規 8事業者、更新 16 事業者の合計 33事業者

となっている。

事業者からは、公的認証を受けたことにより社員の意識も高まり、会社の対する

誇りを持つようになったとの話も聞かれる。

課題としては、認定を受けようとする事業所が年々減ってきていることから、市内

事業所に対する制度のさらなる周知が必要とのことであった。

感想（まとめ）

本市へ生かせること等、

本市においても、今定例会（平成 28 年第 1回定例会）において「室蘭市中小企

業振興条例」の制定、「室蘭市産業振興条例」の一部改正が提案される予定とな

っているが、川口市のように、その条例に基づいた指針や地域住民との協働を含

めた実施計画を早急に策定し、本市経済の発展と市民生活の向上を図るべきと

感じた。
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